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１．社会福祉法の規定に従って適切に運営、登録、登記されているか？ 

２．定款準則の規定に準じて法人の定款が作成されているか？ 

３．法人登記内容は正確か？ 

４．評議会、理事会の議事録は適切に作成されているか？ 

５．評議員、理事の任期ならびに選出は合法的に管理され実施されているか？ 

６．原告ないし被告として法廷裁判が行われているか？ 

７．法人の財務内容は情報公開をされているか？ 

８．法人内、法人外に対して、広義に於いての不正な行為は行われていないか？ 

９．社会福祉法人として運営する施設事業に関して、関わる施設基準が満たさ

れているか？ 

１０．社会福祉法人として運営する全部門従業員に関して配置基準を満たして

いるか？ 

１１．法人の雇用する全従業員に対して、労働基準法上の違反行為はないか？ 

１２．社会福祉新会計基準に準じて会計が行われているか？ 

１３．社会福祉法人新会計基準に準じて経理規定が作成されているか？ 

１４．法人の金銭の支払い、授受に於いて、適切な承認、確認が行われている

か？ 

１５．広義に於いての契約書全般は適切かつ合法的に行われているか？ 

１６．諸税及び公益保険料（社会保険など）は適切に申請、支払が行われてい

るか？ 

１７．法人全般の事業活動に対して十分適切な損害他任意労災などの保険が有

効であるか？ 

１８．個人情報・機密情報は適切に保管され、漏えい防止策が充分行われてい

るか？ 

１９．介護、医療報酬は正確に請求され、回収されているか？ 

２０．法人としての資金繰り、財務状況に危険性、危機的状況は存在するか？ 

２１．過去の(横須賀市指導監査課）指導を受けた内容を適切に改善できている

か？ 

 


